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足羽川ダム工事事務所河川関係風水害対策部運営計画

第１条（目 的）

この計画は、近畿地方整備局防災業務計画（令和４年１０月）第４編風水害対策編

に基づき、足羽川ダム工事事務所における、足羽川の風水害に関しとるべき措置及び

組織を定め、防災業務の円滑なる運営を図る事を目的とする。

第２条（河川関係風水害対策部の設置）

前条の目的を達成するため、足羽川ダム工事事務所長は、足羽川ダム工事事務所河

川関係風水害対策部（以下「対策部」という）を設置し、次条以下に定めるところに

より、防災業務を実施する。

第３条（防災業務）

対策部における主な防災業務は、次の各号に定めるとおりとする。

１．要員の参集及び被災家族保護

２．防災体制の発令、解除及び要員配備

３．気象及び水文情報の収集及び通報

４．河川の巡視

５．被害状況（一般被害を含む）の調査、収集

６．災害復旧事業に関する事項

７. 河川関係風水害対策本部（以下、「対策本部」という）への報告

８. 他の対策部及び他機関との連絡

９. その他防災上必要な事項

第４条（組織及び業務分担）

対策部の組織及び業務分担は、次のとおりとする。

１．総務班

（１）庶務会計係

（イ）渉外事務（広報を除く）に関すること

（ロ）要員の招集及び自動車の運転に関すること

（ハ）要員の給食及び健康管理に関すること

（ニ）会計及び給与に関すること

（ホ）物資の調達及び補給に関すること

（ヘ）マスコミ・一般からの問い合わせに関すること

（２）救助補償係

（イ）防災業務に基づく補償に関すること

（ロ）災害救助法に基づく応援に関すること

（ハ）要員の家族保護に関すること

2－1－1



２．対策班

（１）対策係

（イ）一般被害にかかる情報の収集及び連絡に関すること

（ロ）直轄河川災害復旧事業に関すること

（ハ）気象及び水文状況の収集及び通報に関すること

（ニ）防災体制の発令、解除及び要員配備に関すること

（ホ）水文観測の実施に関すること

（へ）その他防災業務全般にかかる情報の収集及び連絡に関すること

（ト）対策本部への報告に関すること

（２）工務係

（イ）被害状況の把握に関すること

（ロ）直轄河川災害復旧事業に関すること

（ハ）緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施に関すること

（二）河川等の巡視及び状況把握に関すること

（ホ）対策本部への報告に関すること

３．現地対策班（災害の状況等により対策部長が設置するものとする）

（１）総務係

（イ）総務班に属する事項に関すること

（ロ）関係機関との連絡調整に関すること

（ハ）対策部への報告に関すること

（２）現地対策係

（イ）河川等の巡視及び状況把握に関すること

（ロ）緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施に関すること

（ハ）対策部への報告に関すること

第５条（広報）

広報は、広報担当副所長が行うものとする。

第６条（防災体制の種類及び発令基準）

対策部長は、次の各号の１つに該当し必要と認めたときは、遅滞なくそれぞれの防

災体制を発令して編成表に従い要員を配備するものとし、その必要がなくなったとき

は、これを解除するものとする。

１．注意体制

（イ）福井県嶺北北部または、福井県嶺北南部に大雨、洪水に関する注意報が発令さ

れ、対策部長が必要と判断したとき

（ロ）台風の本邦上陸が予想され、対策部長が必要と認めたとき

（ハ）大本、新保観測所（県所管）のいずれかの時間雨量が２０㎜を超えた場合

または、累加雨量が５０㎜に達し、対策部長が必要と認めたとき

（ニ）対策部長が必要と判断したとき

（ホ）河川関係風水害対策本部長（以下、「対策本部長」という）が指示したとき
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２．第一警戒体制

（イ）福井県嶺北北部または、福井県嶺北南部に大雨、洪水に関する警報が発令され、

対策部長が必要と判断したとき

（ロ）台風の近畿地方接近又は上陸が予想され、対策部長が必要と認めたとき

（ハ）大本、新保観測所（県所管）のいずれかの累加雨量が１００㎜に達し対策部長

が必要と認めたとき

（ニ）水防活動の必要が予想されるとき

（ホ）被害の発生が予想されるとき

（ヘ）対策部長が必要と判断したとき

（ト）対策本部長が指示したとき

３．第二警戒体制

（イ）大本、新保観測所（県所管）のいずれかの累加雨量が２００㎜に達し、更に大

雨のおそれがあるとき

（ロ）甚大な被害の発生が予想されるとき

（ハ）対策部長が必要と判断したとき

（ニ）対策本部長が指示したとき

４．非常体制

（イ）福井県嶺北北部または、福井県嶺北南部に大雨、洪水に関する特別警報が発令

されたとき

（ロ）甚大な被害が発生したとき

（ハ）対策部長が必要と認めたとき

（ニ）対策本部長が指示したとき

※嶺北北部とは、「あわら市・坂井市・福井市・永平寺町・越前町」をまとめた地域

呼称である。嶺北南部とは、「鯖江市、越前市、池田町、南越前町」をまとめた地

域呼称である。

第７条（対策本部への報告）

（イ）防災体制を発令又は解除したとき

（ロ）被害（一般被害）が発生したとき

（ハ）災害対策基本法に基づく職員を派遣したとき及び他の対策部に対する応援をし

たとき

（ニ）対策本部長から報告を求められたとき

（ホ）その他防災上必要な事項が発生したとき

第８条（他の対策部及び他機関との連絡）

対策部長は、他の対策部及び他機関と必要な事項について、それぞれの協定等に基

づいて連絡を行うものとする。

第９条（資材等の準備）

対策部長は、平常から防災用機械の確保及び資機材の備蓄につとめるものとする。
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第10条（応援）

対策部長は、必要に応じて対策本部長に応援を要請するものとする。また、府県か

ら応援の要請があった場合は、対策本部長に報告し、その指示に従うものとする。

第11条（受援）

対策部長は、足羽川ダム工事事務所が自ら管理する区間において他地整等から支援

を受けた場合には、受援体制を確保するものとする。

（イ）受援のための体制の確保

（ロ）受け入れ場所、活動拠点並びに資機材等の確保

第12条（防災業務の優先）

防災業務は、一般事務に優先して行うものとする。

第13条（細部資料の作成）

対策部の業務を円滑に実施するため、次の資料を作成し、変更の都度修正し、防災

に関して万全を期するものとする。

１．防災体制関係（共通）

（１）災害対策部 組織編成表

（２）要員配備基準

（３）要員の携帯電話及び衛星携帯電話

（４）関係機関連絡先一覧

（５）緊急災害応急対策業務協定一覧及び防災エキスパート窓口

２．防災体制関係（風水害）

（１）風水害防災体制連絡系統図

（２）防災体制の種類と発令基準

（３）要員配備基準と業務内容

（４）風水害時の情報伝達マニュアル（情報の種類及び様式）

［気象情報に関するもの］

（５）気象・台風による注意報・警報・情報等の連絡系統図

（６）気象庁大雨洪水情報等の発令基準

３．水理水文資料関係

（１）水理水文資料収集系統図

（２）雨量・水位観測所一覧表

（３）水位流量観測所横断図・Ｈ－Ｑ曲線

４．河川巡視関係

（１）河川巡視要領

（２）河川巡視区域及び経路図

（３）携帯電話等圏外区間図

（４）重要砂防区域及び堰堤等位置図

（５）占用工作物（橋梁）調書及び位置図
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５．防災施設・資機材関係

（１）車両及び防災用機械一覧表

（２）緊急時の資器材備蓄状況表

第14条（運営計画の報告）

この運営計画は、足羽川ダム工事事務所長から近畿地方整備局長へ毎年４月３０日

までに報告するものとする。

第15条（適用期間）

この運営計画は、作成した日から翌年３月３１日までとする。

ただし、その次年度の運営計画が作成されるまでは本運営計画を準用するも

のとする。
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細 部 資 料（風水害）





（１）風 水 害 防 災 体 制 連 絡 系 統 図

水位状況
被害状況
警戒体制

情報連絡

情報連絡
警戒体制
水文状況

情報連絡

情
報
連
絡

近畿地方整備局 （河川部災害対策本部）

【河川部 水災害予報センター、河川管理課】

ＴＥＬ 06-6942-1141 （代表）

06-6944-8853 （直通）

06-6942-1059（夜間直通）

ﾏｲｸﾛ 86-3851 （水災害予報センター長）

86-3799 （ＦＡＸ）

86-3519 (河川保全管理官）

足羽川ダム工事事務所（災害対策部）

ＴＥＬ 0776-27-0642

ＦＡＸ 0776-27-1355

ﾏｲｸﾛ 782-351･352･283

782-400 （ＦＡＸ）

福 井 河 川 国 道 事 務 所（河川災害対策室）

ＴＥＬ 0776-35-2877

ＦＡＸ 0776-36-5131

ﾏｲｸﾛ 781-511～ 2

781-357～ 8 (FAX)

九頭竜川ダム統合管理事務所

ＴＥＬ 0779-66-5300

ＦＡＸ 0779-66-5304

ﾏｲｸﾛ 83-511･512･513･514･515（指令室）

783-306（ＦＡＸ）

福 井 県 河 川 課 福井県危機対策・防災課

ＴＥＬ 0776-21-1111 ＴＥＬ 0776-21-1111

0776-20-0480（直通） 0776-20-0308（直通）

ＦＡＸ 0776-20-0696 ＦＡＸ 0776-22-7617

ﾏｲｸﾛ 789-3391～ 2

池田町（総務財政課）

ＴＥＬ 0778-44-8003

ＦＡＸ 0778-44-6296
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（２）防災体制の種類と発令基準（風水害）

体制区分 体 制 発 令 基 準

(イ)福井県嶺北北部または、嶺北南部に大雨、洪水に関する注意報が発令され、

対策部長が必要と判断したとき

(ロ)台風の本邦上陸が予想され、対策部長が必要と認めたとき

注意体制 (ハ)大本、新保観測所（県所管）のいずれかの時間雨量が２０mmを超えた場合

または、累加雨量が５０mmに達し、対策部長が必要と認めたとき

(ニ)対策部長が必要と判断したとき

(ホ)対策本部長が指示したとき

(イ)福井県嶺北北部または、嶺北南部に大雨、洪水に関する警報が発令され、

対策部長が必要と判断したとき

(ロ)台風の近畿地方接近又は上陸が予想され、対策部長が必要と認めたとき

第一警戒 (ハ)大本、新保観測所（県所管）のいずれかの累加雨量が１００mmに達し、対

体 制 策部長が必要と認めたとき

(ニ)水防活動の必要が予想されるとき

(ホ)被害の発生が予想されるとき

(ヘ)対策部長が必要と判断したとき

(ト)対策本部長が指示したとき

(イ)大本、新保観測所（県所管）のいずれかの累加雨量が２００mmに達し、対

第二警戒 策部長が必要と認めたとき

体 制 (ロ)甚大な被害の発生が予想されるとき

(ハ)対策部長が必要と判断したとき

(ニ)対策本部長が指示したとき

(イ)福井県嶺北北部または、嶺北南部に大雨、洪水に関する特別警報が発令さ

非常体制 れたとき

(ロ)甚大な被害が発生したとき

(ハ)対策部長が必要と認めたとき

(ニ)対策本部長が指示したとき

体制解除 体制の必要がなくなったとき
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（３）要員配置基準及び業務内容（風水害）

注意 第一 第二 非常
班 別 体制 警戒 警戒 体制 業務内容

体制 体制
・対策部長：防災体制の発令及び解除

対 策 部 － １ 全員 現地対策班の設置及び指名

・対策副部長（事）：広報窓口

・渉外事務（広報を除く）

総 ・要員の招集及び自動車の運転

庶務会計係 ・要員の給食及び健康管理

務 １ ２ 全員 ・会計及び給与

・物資の調達及び補給

班 ・マスコミ・一般からの問い合わせに関すること

・防災業務に基づく補償

救助補償係 ・災害救助法に基づく応援

・要員の家族保護

・一般被害にかかる情報の収集及び連絡

・直轄河川災害復旧事業

・気象及び水文状況の収集及び通報

対 対 策 係 ・防災体制の発令、解除及び要員配備

・水文観測の実施

策 ２ ３ 全員 ・その他防災業務全般にかかる情報の収集及び連絡

・対策本部への報告

班 ・被害状況の把握

・直轄河川災害復旧事業

工 務 係 ・緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施

・河川等の巡視及び状況把握

・対策本部への報告

現 ・総務班に属する事項

地 上 記 ・関係機関との連絡調整

対 現地対策係 - ４ よ り ・対策部への報告

策 ７ ・河川等の巡視及び状況把握

班 ・緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施

※

※ 現地対策班は、災害の状況等により対策部長が設置及び指名するものとする。

（注） １ 長期にわたる場合は、３班にわけるものとする。

２ 対策部長は、必要に応じて人員の増減を行うことができる。
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（４）風水害時の情報伝達マニュアル

（事務所及び府県から本局への伝達）

（目 的）

第１条 事務所（管理所を含む。）及び府県（以下「事務所等」という。）から本局河川部

（以下「本局」という。）へ風水害時の情報を的確かつ迅速に伝達し、もって緊急かつ

適切な対応に資することを目的とする。

（伝達する情報の種類）

第２条 事務所等から本局へ伝達する情報は、次のとおりとする。

１. 気象水象情報（海象情報を含む）

２. 防災体制指令

３．出水概要（雨量・水位）

４. 洪水予報及び水防警報（ホットライン実施状況、水防団活動実施状況を含む）

５. 水位予測情報

６．土砂災害関係情報

７．危険箇所情報（浸水想定、避難勧告等発令状況含む）

８. 被害情報

９．緊急復旧情報

１０．その他

（情報伝達の時期、手段及び内容等）

第３条 事務所等から本局への情報伝達の時期・手段及び内容等については、次頁以降に示す

とおりとする。

雨量・水位通報指定観測所については、河川関係参考資料直轄災害対応基準水位観測

所一覧表（通報水防団待機水位（指定水位）観測所一覧表）に示すとおりとする。

なお、出水状況、被害状況などによって、資料の追加等がある場合は、その都度、本

局から指示するものとする。
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③
出

水
概

要
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

○
マ

イ
ク

ロ
○

氾
濫

注
意

水
位

設
定

観
測

所
○

雨
量

及
び

水
位

状
況

本
局

(
雨

量
・

水
位

)
↓

(
第

１
報

)
の

水
位

が
水

防
団

待
機

水
位

出
水

様
式

-
総

括
は

、
各

事
務

所

本
局

予
報

・
総

括
班

(
指

定
水

位
)
に

達
し

た
時

、
か

ら
の

報
告

を
予

報
・

総
括

班
が

第
１

報
を

マ
イ

ク
ロ

に
よ

り
集

約
と

り
ま

と
め

る

行
う

氾
濫

注
意

水
位

を
超

え
た

時
点

で

第
1
報

の
後

は
、

原
則

と
し

て
1
6

事
務

所
情

報
連

絡
担

当
○

メ
ー

ル
○

氾
濫

注
意

水
位

を
越

え
た

時
○

雨
量

及
び

水
位

状
況

出
水

様
式

時
時

点
で

と
り

ま
と

め
、

1
7
時

に

↓
（

第
２

報
以

降
）

か
ら

、
減

水
し

て
氾

濫
注

意
水

○
被

害
状

況
－

総
括

本
省

へ
報

告

本
局

情
報

連
絡

班
位

を
下

回
る

ま
で

、
氾

濫
注

意
○

避
難

指
示

等
の

状
況

洪
水

予
警

報
出

水
様

式
-
１

は
、

情
報

連
絡

班

（
直

轄
）

水
位

を
超

え
た

時
点

で
第

1
報

○
水

防
活

動
状

況
発

令
状

況
報

（
直

轄
）

か
ら

毎
正

時
毎

に
本

省

の
後

は
、

1
6
時

時
点

で
と

り
ま

（
ポ

ン
プ

車
等

を
含

む
）

告
様

式
へ

報
告

と
め

て
速

や
か

に
報

告
を

行
う

○
洪

水
予

報
及

び
水

防
警

報
発

令
状

況

○
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
実

施
状

況

※
各

班
が

得
た

情
報

は
速

や
か

に
予

報
・

総
括

班
へ

報
告

す
る

。

➂
出

水
概

要
は

、
統

一
河

川
、

川
の

防
災

情
報

、
リ

ス
ク

ラ
イ

ン
等

（
以

下
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
サ

イ
ト

）
か

ら
の

情
報

収
集

が
可

能
な

場
合

、

報
告

頻
度

・
内

容
が

変
更

さ
れ

る
こ

と
が

あ
り

、
詳

細
は

本
省

指
示

に
よ

る
。
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河
川

風
水

害
時

の
情

報
伝

達
（

事
務

所
→

本
局

）

情
報

の
種

類
伝

達
ル

ー
ト

伝
達

手
段

伝
達

の
時

期
伝

達
内

容
使

用
様

式
備

考

④
水

防
警

報
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

○
洪

水
予

警
報

等
作

成
○

水
防

警
報

が
必

要
と

判
断

さ
○

待
機

、
準

備
、

出
動

、
解

除
発

表
文

、
本

局

↓
シ

ス
テ

ム
れ

る
時

○
水

防
情

報
洪

水
予

警
報

予
報

・
総

括
班

は
各

班
へ

連
絡

と

本
局

予
報

・
総

括
班

○
メ

ー
ル

発
令

状
況

報
水

防
警

報
発

令
状

況
一

覧
表

（
様

告
様

式
式

－
1
6
)
に

記
入

⑤
水

防
活

動
状

況
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

○
メ

ー
ル

○
水

防
団

が
活

動
を

開
始

し
た

○
水

防
団

の
活

動
状

況
出

水
様

式
本

局

↓
時

か
ら

３
時

間
お

き
－

総
括

出
水

様
式

-
総

括
は

、
各

事
務

所

本
局

情
報

連
絡

班
○

水
防

工
法

を
実

施
し

た
時

出
水

様
式

か
ら

の
報

告
を

予
報

・
総

括
班

が

（
直

轄
）

－
２

(
1
)
(
2
)

1
6
時

時
点

で
集

約
と

り
ま

と
め

、

1
7
時

に
本

省
へ

報
告

⑥
洪

水
予

報
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

○
洪

水
予

警
報

等
作

成
○

洪
水

予
報

が
必

要
と

判
断

さ
○

洪
水

予
警

報
発

令
状

況
発

表
文

本
局

↓
シ

ス
テ

ム
れ

る
時

○
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
実

施
状

況
出

水
様

式
出

水
様

式
-
総

括
は

、
各

事
務

所

本
局

予
報

・
総

括
班

○
メ

ー
ル

○
避

難
勧

告
及

び
避

難
指

示
（

緊
急

）
等

－
総

括
か

ら
の

報
告

を
予

報
・

総
括

班
が

の
発

令
状

況
洪

水
予

警
報

集
約

と
り

ま
と

め
、

1
7
時

に
本

省

○
水

防
団

の
活

動
状

況
発

令
状

況
報

へ
報

告

告
様

式

⑦
水

位
予

測
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

○
メ

ー
ル

○
大

出
水

が
予

想
さ

れ
る

時
○

代
表

基
準

観
測

所
の

水
位

予
測

出
水

様
式

本
局

↓
及

び
マ

イ
ク

ロ
【

具
体

的
に

は
、

氾
濫

注
意

水
－

１
出

水
様

式
-
１

は
、

情
報

連
絡

班

本
局

情
報

連
絡

班
位

を
超

え
た

時
か

ら
３

時
間

ピ
（

直
轄

）
か

ら
毎

正
時

毎
に

本
省

（
直

轄
）

ッ
チ

、
既

往
最

大
水

位
又

は
氾

へ
報

告

濫
危

険
水

位
を

越
え

る
恐

れ
の

【
ピ

ー
ク

水
位

以
降

に
つ

い
て

は

あ
る

時
か

ら
ピ

ー
ク

確
認

ま
で

本
省

に
確

認
】

の
毎

正
時

報
告

を
行

う
】

※
各

班
が

得
た

情
報

は
速

や
か

に
予

報
・

総
括

班
へ

報
告

す
る

。

④
水

防
警

報
、

⑥
洪

水
予

報
、

⑦
水

位
予

測
は

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
サ

イ
ト

か
ら

の
情

報
収

集
が

可
能

な
場

合
、

報
告

頻
度

・
内

容
が

変
更

さ
れ

る
こ

と
が

あ
り

、
詳

細
は

本
省

指
示

に
よ

る
。
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河
川

風
水

害
時

の
情

報
伝

達
（

事
務

所
→

本
局

）

情
報

の
種

類
伝

達
ル

ー
ト

伝
達

手
段

伝
達

の
時

期
伝

達
内

容
使

用
様

式
備

考

⑧
危

険
箇

所
情

報
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

第
○

マ
イ

ク
ロ

氾
濫

危
険

水
位

を
超

え
る

恐
れ

○
危

険
箇

所
の

実
況

水
位

危
険

箇
所

水
本

局

↓
１

が
あ

る
時

以
降

、
ピ

ー
ク

水
位

○
避

難
勧

告
及

び
避

難
指

示
（

緊
急

）
等

位
状

況
報

告
危

険
箇

所
水

位
状

況
報

告
様

式

本
局

予
報

・
総

括
班

報
に

達
す

る
ま

で
、

定
期

的
（

3
0

の
発

令
状

況
様

式
は

、
予

報
・

総
括

班
が

集
約

し
、

分
毎

）
に

報
告

を
行

う
○

河
道

形
状

（
堤

防
構

造
等

）
定

期
的

（
3
0
分

毎
）

に
本

省
へ

○
破

堤
し

た
場

合
の

被
害

想
定

報
告

第
○

メ
ー

ル

２
及

び
マ

イ
ク

ロ

報 以 降

⑨
被

害
情

報
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

第
○

マ
イ

ク
ロ

○
事

務
所

が
情

報
を

受
け

た
時

○
決

壊
箇

所
、

決
壊

延
長

、
浸

透
・

侵
食

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

使
用

↓
１

速
や

か
に

に
よ

る
被

害
状

況
等

本
局

本
局

報
対

策
部

長
と

各
班

へ
連

絡

水
災

害
予

報
セ

ン
タ

ー
長

２
報

以
降

は
各

班
か

ら
対

策
部

長

に
適

宜
連

絡
す

る
と

共
に

本
省

へ

報
告

事
務

所
情

報
連

絡
担

当
第

○
メ

ー
ル

○
決

壊
箇

所
、

決
壊

延
長

、
浸

透
・

侵
食

出
水

様
式

必
要

に
よ

り
第

三
報

以
降

の
伝

達

↓
２

（
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
に

よ
る

被
害

状
況

等
－

２
(
1
)
(
2
)

も
行

う

本
局

情
報

連
絡

班
報

及
び

○
避

難
勧

告
及

び
避

難
指

示
（

緊
急

）
等

本
局

（
直

轄
）

以
マ

イ
ク

ロ
の

発
令

状
況

出
水

様
式

－
２

(
1
)
(
2
)
は

、
情

報

降
○

水
防

活
動

状
況

連
絡

班
(
直

轄
）

か
ら

各
班

へ
連

○
上

記
の

ほ
か

、
概

略
図

面
や

現
地

状
況

絡
す

る
と

共
に

本
省

へ
報

告

写
真

な
ど

、
被

害
情

報
の

詳
細

⑩
緊

急
復

旧
情

報
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

○
メ

ー
ル

（
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
○

堤
防

の
決

壊
等

被
災

後
速

や
○

対
策

工
法

様
式

－
7
A

本
局

↓
及

び
マ

イ
ク

ロ
か

に
、

本
局

の
指

示
に

よ
り

○
緊

急
復

旧
情

報
様

式
－

８
出

水
様

式
－

３
は

、
対

策
班

か
ら

本
局

対
策

班
定

期
的

に
行

う
○

現
地

状
況

写
真

等
出

水
様

式
各

班
へ

連
絡

す
る

と
共

に
本

省
へ

－
３

報
告

※
各

班
が

得
た

情
報

は
速

や
か

に
予

報
・

総
括

班
へ

報
告

す
る

。
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河
川

風
水

害
時

の
情

報
伝

達
（

事
務

所
→

本
局

）

情
報

の
種

類
伝

達
ル

ー
ト

伝
達

手
段

伝
達

の
時

期
伝

達
内

容
使

用
様

式
備

考

⑪
ダ

ム
諸

量
事

務
所

情
報

連
絡

担
当

○
メ

ー
ル

○
ダ

ム
等

に
係

る
災

害
情

報
連

○
ダ

ム
等

に
係

る
災

害
情

報
連

絡
の

運
用

様
式

ダ
－

１

↓
及

び
マ

イ
ク

ロ
絡

の
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
よ

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
よ

る
様

式
ダ

－
２

本
局

情
報

連
絡

班
様

式
ー

総
括

○
異

常
洪

水
時

防
災

操
作

（
自

○
異

常
洪

水
時

防
災

操
作

移
行

予
定

時
刻

【
報

告
様

然
調

節
方

式
の

場
合

は
、

非
○

終
了

予
定

時
刻

式
】

常
用

洪
水

吐
き

か
ら

の
越

○
現

時
点

で
の

流
入

量
・

放
流

量
・

水
位

異
常

洪
水

時

流
）

に
操

作
移

行
が

予
測

さ
○

予
測

さ
れ

る
最

大
流

入
量

・
放

流
量

・
防

災
操

作
・

れ
た

段
階

、
操

作
移

行
の

３
最

高
貯

水
位

特
別

防
災

操

時
間

前
・

１
時

間
前

、
操

作
○

下
流

市
町

村
名

（
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
の

実
作

・
事

前
放

移
行

さ
れ

た
段

階
施

状
況

含
む

）
流

○
避

難
勧

告
等

の
発

令
状

況

○
想

定
さ

れ
る

氾
濫

被
害

の
有

無

○
特

別
防

災
操

作
を

実
施

す
る

○
特

別
防

災
操

作
移

行
予

定
時

刻
・

終
了

段
階

予
定

時
刻

○
現

時
点

で
の

流
入

量
・

放
流

量
・

水
位

○
予

測
さ

れ
る

最
大

流
入

量
・

特
別

防
災

操
作

時
の

放
流

量
・

最
高

貯
水

位

○
下

流
市

町
村

名

○
避

難
勧

告
等

の
発

令
状

況

○
想

定
さ

れ
る

氾
濫

被
害

の
有

無

○
特

別
防

災
操

作
要

請
者

、
要

請
時

間

○
事

前
放

流
を

実
施

す
る

段
○

現
在

の
期

別

階
、

完
了

し
た

段
階

○
事

前
放

流
実

施
に

お
け

る
基

準
降

雨

量
、

予
測

降
雨

量
、

予
測

に
用

い
た

気

象
予

測

○
事

前
放

流
で

の
確

保
予

定
容

量

○
事

前
放

流
実

施
状

況

○
事

前
放

流
開

始
時

刻
・

水
位

○
事

前
放

流
完

了
時

刻
・

水
位
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河
川

風
水

害
時

の
情

報
伝

達
（

事
務

所
→

本
局

）

情
報

の
種

類
伝

達
ル

ー
ト

伝
達

手
段

伝
達

の
時

期
伝

達
内

容
使

用
様

式
備

考

⑫
電

気
通

信
設

備
状

況
事

務
所

電
気

通
信

設
備

○
メ

ー
ル

○
状

況
確

認
後

速
や

か
に

○
電

気
通

信
設

備
点

検
報

告
電

状
－

２
本

局

担
当

及
び

マ
イ

ク
ロ

被
害

状
況

一
覧

表
に

記
入

↓
（

電
状

－
１

）

本
局

電
気

通
信

班
電

気
通

信
班

か
ら

各
班

へ
連

絡

⑬
機

械
設

備
状

況
事

務
所

機
械

設
備

担
当

○
メ

ー
ル

○
状

況
確

認
後

速
や

か
に

○
機

械
設

備
状

況
総

括
報

告
機

状
－

３
本

局

↓
及

び
マ

イ
ク

ロ
○

対
策

部
機

械
関

係
被

災
・

復
旧

状
況

機
状

－
４

被
害

状
況

一
覧

表
に

記
入

本
局

機
械

班
機

状
－

５
（

機
状

－
１

）

機
状

－
６

機
械

班
か

ら
各

班
へ

連
絡

機
状

－
1
0

機
状

－
1
1

⑭
そ

の
他

事
務

所
情

報
連

絡
担

当
○

メ
ー

ル
（

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

○
発

生
の

都
度

様
式

－
7
A

↓
及

び
マ

イ
ク

ロ
等

そ
の

他

本
局

情
報

連
絡

班

（
直

轄
）

※
各

班
が

得
た

情
報

は
速

や
か

に
予

報
・

総
括

班
へ

報
告

す
る

。
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河
川

風
水

害
時

の
情

報
伝

達
（

府
県

→
本

局
）

情
報

の
種

類
伝

達
ル

ー
ト

伝
達

手
段

伝
達

の
時

期
伝

達
内

容
使

用
様

式
備

考

①
出

水
概

要
府

県
情

報
連

絡
担

当
第

○
メ

ー
ル

○
氾

濫
危

険
水

位
に

達
し

た
場

○
雨

量
及

び
水

位
状

況
本

局

（
雨

量
・

水
位

)
↓

１
（

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

合
（

氾
濫

危
険

水
位

の
設

定
が

○
水

位
予

測
出

水
様

式
-
１

は
、

情
報

連
絡

班

本
局

情
報

連
絡

班
報

（
マ

イ
ク

ロ
）

さ
れ

て
い

な
い

河
川

に
お

い
て

（
洪

水
予

測
を

実
施

し
て

い
る

場
合

）
（

自
治

体
）

か
ら

毎
正

時
毎

に
本

（
自

治
体

）
は

、
越

水
な

ど
の

恐
れ

が
あ

る
○

被
害

状
況

省
へ

報
告

場
合

）
○

避
難

勧
告

及
び

避
難

指
示

（
緊

急
）

等
水

位
予

測
は

、
氾

濫
注

意
水

位

の
発

令
状

況
を

超
え

た
時

か
ら

３
時

間
ピ

ッ

○
水

防
活

動
状

況
チ

、
既

往
最

大
水

位
又

は
氾

濫

第
○

メ
ー

ル
○

第
１

報
以

降
適

宜
速

や
か

に
（

ポ
ン

プ
車

等
を

含
む

）
等

出
水

様
式

危
険

水
位

を
越

え
る

恐
れ

の

２
（

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

－
総

括
あ

る
時

か
ら

ピ
ー

ク
確

認
ま

で
の

報
（

マ
イ

ク
ロ

）
出

水
様

式
毎

正
時

を
本

省
へ

報
告

以
－

１

降
出

水
様

式

－
２

(
1
)
(
2
)

②
破

堤
等

被
害

情
報

府
県

情
報

連
絡

担
当

第
○

マ
イ

ク
ロ

○
重

大
な

被
害

が
発

生
し

た
場

○
決

壊
箇

所
、

決
壊

延
長

、
浸

透
・

侵
食

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

使
用

↓
１

合
に

よ
る

被
害

状
況

等
本

局

本
局

地
域

河
川

課
長

報
対

策
部

長
と

各
班

へ
連

絡
。

府
県

情
報

連
絡

担
当

第
○

メ
ー

ル
○

第
１

報
以

降
、

適
宜

速
や

か
○

決
壊

箇
所

、
決

壊
延

長
、

浸
透

・
侵

食
出

水
様

式
本

局

↓
２

（
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
に

に
よ

る
被

害
状

況
等

－
総

括
情

報
連

絡
班

（
自

治
体

）
か

ら

本
局

情
報

連
絡

班
報

（
マ

イ
ク

ロ
）

○
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
実

施
状

況
出

水
様

式
各

班
へ

連
絡

す
る

と
共

に
本

省
へ

（
自

治
体

）
以

○
避

難
勧

告
及

び
避

難
指

示
（

緊
急

）
等

－
２

(
1
)
(
2
)

報
告

降
の

発
令

状
況

出
水

様
式

○
水

防
活

動
状

況
－

３

（
ポ

ン
プ

車
等

を
含

む
）

洪
水

予
警

報

○
上

記
の

ほ
か

、
概

略
図

面
や

現
地

状
況

発
令

状
況

報

写
真

な
ど

、
被

害
情

報
の

詳
細

告
様

式

○
応

急
対

策
工

法

○
緊

急
復

旧
情

報
等

※
各

班
が

得
た

情
報

は
速

や
か

に
予

報
・

総
括

班
へ

報
告

す
る

。
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出水様式－総括

○河川（○月○日○：○現在）
■被害状況
＜国管理河川＞
１）一般被害

水系 河川 箇所 （ 浸水家屋 戸 家屋損壊 戸 ）

２）河川管理施設等被害
水系 河川 箇所 （ うち 箇所で対策完了）

＜都道府県管理河川＞
１）一般被害

水系 河川 （ 浸水家屋 戸 家屋損壊 戸 ）

２）河川管理施設等被害
水系 河川

■国管理河川の出水状況
１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）現在、避難判断水位を超えている河川 水系 河川

３）現在、氾濫注意水位を超えている河川 水系 河川

４）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

５）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

６）氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

■都道府県管理河川の出水状況
１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

地　　　点

左右岸
市町村

家屋損壊数 田畑等浸水
床上 床下 全壊

浸水家屋数
半壊 面積

対策状況

半壊全壊

左右岸
数量

床下床上
原因

都道府県 水　系 河　川 市町村
浸水家屋数

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況

進捗
状　態 件数

整備局等 水　系 河 川

整備局等 水　系 河 川

整備局等 水　系 河 川

整備局等 水　系 河 川

整備局等 水　系 河 川

整備局等 水　系 河 川

都道府県 水　系 河 川

都道府県 水　系 河 川

（約戸）（約戸） (約ha)
被害状況

原因原因原因KP

状　態KP

原因

整備局等
（約戸） （約戸）

河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況

整備局等 水　系

河　川水　系

（約）
対　　策　　状　　況

(約ha)（約戸） （約戸） （約戸） （約戸）
原因

家屋損壊数 田畑等浸水
被　　害　　状　　況面積
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■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況
＜国管理河川＞

＜都道府県管理河川＞

○国管理河川のホットライン実施状況
水系 市町村 回

○水防団による水防活動の実施状況
＜国管理河川＞

水系 団体

＜都道府県管理河川＞
団体

回数整備局等 水　系 河川事務所 市町村

整備局等 水　系 河　川 市町村
地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防活動状況
左右岸 KP

稼働出動数

都道府県 水　系 河　川 市町村
排水Ｐ車出動状況

水防活動状況
（台） 状況

出動数 稼働

（台） 状況

団体数

都道府県 団体数

整備局等 水　系

2－2－12



2－2－13



2－2－14



2－2－15



2－2－16



2－2－17



2－2－18



（５）気象・台風による注意報・警報・情報等の連絡系統図

ＦＡＸ

福井地方気象台

ＴＥＬ ０７７６－２４－００６９

ＦＡＸ ０７７６－２４－００６４

福井河川国道事務所 河川管理課

ＴＥＬ ０７７６－３５－２７７１

ＦＡＸ ０７７６－３６－５１３１

ﾏｲｸﾛ ７８１－５１１～２（河川災害対策室）

７８１－３３１（河川管理課）

７８１－３５７・３５８（ＦＡＸ）

足羽川ダム工事事務所 調査設計課

ＴＥＬ ０７７６－２７－０６４２

ＦＡＸ ０７７６－２７－１３５５

ﾏｲｸﾛ ７８２－３５１・３５２・３５３

７８２－４００（ＦＡＸ）

近畿地方整備局 水災害予報センター･河川管理課

ＴＥＬ ０６－６９４２－１１４１

０６－６９４４－８８５３（直通）

０６－６９４２－１０５９（夜間直通）

ﾏｲｸﾛ ８６－３８５１（水災害予報センター長）

８６－３７９９（ＦＡＸ）

８６－３５１９（河川保全管理官）

各

課

に

連

絡

池田町 総務財政課

ＴＥＬ ０７７８－４４－８００３

ＦＡＸ ０７７８－４４－６２９６
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県内気象情報発令区域区分

大野市、勝山市

嶺南
嶺南東部 敦賀市、美浜町、若狭町
嶺南西部 小浜市、高浜町、おおい町

（６） 気象庁大雨洪水情報等の発令基準

一次細分区域 市町をまとめた地域 区域内の対象市町

嶺北
嶺北北部 福井市、あわら市、坂井市、永平寺町、越前町
嶺北南部 鯖江市、越前市、池田町、南越前町
奥越
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